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倶知安町におけるUPZ圏内から一時滞在場所までの主な経路

倶知安町
16,154人

基本避難経路
国道276号→国道230号

基本避難経路
国道276号→国道230号
→道央自動車道

その他避難経路
国道276号→国道230号→
国道453号→国道276号

その他避難経路
国道5号→道道266号→
国道37号→国道453号

 自然災害等により避難経路が使用できない場合を想定して、基本避難経路及びその他避難経路を設定。

一時滞在場所

（支笏湖市民ｾﾝﾀｰほか）

避難先

：千歳市内 16施設

一時滞在場所

（苫小牧市総合体育館）

避難先

：苫小牧市内 14施設

一時滞在場所

（大滝基幹集落ｾﾝﾀｰ）

避難先

：伊達市内 3施設

避難先

：室蘭市内 19施設

一時滞在場所

（登別市総合体育館）

避難先

：登別市内 19施設

一時滞在場所

（室蘭市文化ｾﾝﾀｰ）

【凡例】

：避難退域時検査場所（候補地）

道の駅「黒松内」

黒松内白井川PA

旧目名小学校

道の駅「らんこしふるさとの丘」

蘭越町田下PA

京極ｽﾘｰﾕｰﾊﾟｰｸ

京極町総合体育館

ﾙｽﾂﾘｿﾞｰﾄ

道の駅「230ﾙｽﾂ」

喜茂別町町民公園

喜茂別町農村
環境改善ｾﾝﾀｰ

PAZ UPZ

後志総合振興局

倶知安町中央公園

旧東陵中学校

くっちゃんちょう

くっちゃんちょう

きょうごくちょう

きょうごく

きもべつちょう

きもべつちょう

しこつこ

きゅうとうりょう

おおたき

しりべし

くっちゃんちょう

だてし

きゅうめな

くろまつない しろいかわ

くろまつない

らんこしちょう たしも

とまこまいし

のぼりべつし

ちとせし

とまこまいし
のぼりべつし

むろらんし むろらんし
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積丹町におけるUPZ圏内から一時滞在場所までの主な経路

 自然災害等により避難経路が使用できない場合を想定して、基本避難経路及びその他避難経路を設定。

PAZ

UPZ
【凡例】

：避難退域時検査場所（候補地）

一時滞在場所

（札幌市西区体育館）

避難先

：札幌市内 4施設

積丹町
2,261人

基本避難経路
国道229号→ 国道5号→札樽自動車道

その他避難経路
国道229号→国道5号→

国道5号→札樽自動車道

道道753号→ 北後志東部広域農道→
道道36号→国道393号→

おたるﾏﾘﾝ広場

ｷﾛﾛﾘｿﾞｰﾄ

赤井川村山村活性化支援ｾﾝﾀｰ

都運動公園

道の駅「あかいがわ」

中央水産試験場

余市河口漁港

道の駅「ｽﾍﾟｰｽ・ｱｯﾌﾟﾙよいち」

しゃこたんちょう

余市ｱｯﾌﾟﾙﾎﾟｰﾄ
（農道空港）

しゃこたんちょう

よいち

あかいがわむら

さっぽろし にしく

さっそん

さっぽろしさっそん

きたしりべし

みやこ

よいち
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古平町におけるUPZ圏内から一時滞在場所までの主な経路

 自然災害等により避難経路が使用できない場合を想定して、基本避難経路及びその他避難経路を設定。

一時滞在場所

（小樽市総合体育館）

避難先

：小樽市内 32施設

PAZ

UPZ 基本避難経路
国道229号→ 国道5号

その他避難経路
国道229号→国道5号→
道道753号→ 北後志東部広域農道
道道36号→国道393号

古平町
3,344人

【凡例】

：避難退域時検査場所（候補地）

都運動公園

道の駅「あかいがわ」
ｷﾛﾛﾘｿﾞｰﾄ

赤井川村山村活性化支援ｾﾝﾀｰ

おたるﾏﾘﾝ広場

中央水産試験場

余市河口漁港

道の駅「ｽﾍﾟｰｽ・ｱｯﾌﾟﾙよいち」

ふるびらちょう

余市ｱｯﾌﾟﾙﾎﾟｰﾄ
（農道空港）

ふるびらちょう

よいち

あかいがわむら

おたるし

おたるし

きたしりべし

みやこ

よいち
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仁木町におけるUPZ圏内から一時滞在場所までの主な経路

 自然災害等により避難経路が使用できない場合を想定して、基本避難経路及びその他避難経路を設定。

PAZ

UPZ

一時滞在場所

（札幌市手稲区体育館）

避難先

：札幌市内 7施設

仁木町
3,449人

その他避難経路
国道5号→ （道道753号→
北後志東部広域農道） →札樽自動車道

基本避難経路
国道5号→道道36号→
国道393号→札樽自動車道

都運動公園

道の駅「あかいがわ」

ｷﾛﾛﾘｿﾞｰﾄ

赤井川村山村活性化支援ｾﾝﾀｰ

余市河口漁港

中央水産試験場

おたるﾏﾘﾝ広場

【凡例】

：避難退域時検査場所（候補地）

道の駅「ｽﾍﾟｰｽ・ｱｯﾌﾟﾙよいち」

基本避難経路
国道5号→道道1022号→
国道393号→札樽自動車道

にきちょう

余市ｱｯﾌﾟﾙﾎﾟｰﾄ
（農道空港）

にきちょう

よいち

あかいがわむら

さっぽろし ていねく

さっそん

さっぽろし

さっそんきたしりべし

みやこ

よいち

さっそん
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余市町におけるUPZ圏内から一時滞在場所までの主な経路

 自然災害等により避難経路が使用できない場合を想定して、基本避難経路及びその他避難経路を設定。

PAZ

UPZ

一時滞在場所

（札幌市ｽﾎﾟｰﾂ交流施設）

避難先

：札幌市内 55施設

余市町
19,879人

基本避難経路
国道229号→ 国道5号→札樽自動車道

おたるﾏﾘﾝ広場

ｷﾛﾛﾘｿﾞｰﾄ

赤井川村山村活性化支援ｾﾝﾀｰ

余市ｱｯﾌﾟﾙﾎﾟｰﾄ
（農道空港）

余市河口漁港

中央水産試験場

【凡例】

：避難退域時検査場所（候補地）

その他避難経路
国道229号→国道5号→

国道5号→札樽自動車道

道道753号→ 北後志東部広域農道→
道道36号→国道393号→

都運動公園

道の駅「あかいがわ」

道の駅「ｽﾍﾟｰｽ・ｱｯﾌﾟﾙよいち」

よいちちょう

よいちちょう

よいち

あかいがわむら

さっぽろし

さっぽろし

さっそん

きたしりべし

みやこ

よいち

さっそん
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赤井川村におけるUPZ圏内から一時滞在場所までの主な経路

 自然災害等により避難経路が使用できない場合を想定して、基本避難経路及びその他避難経路を設定。

PAZ

UPZ

避難先 (兼 一時滞在場所)

：ｷﾛﾛﾘｿﾞｰﾄ（赤井川村）

【凡例】

：避難退域時検査場所（候補地）

赤井川村
1,060人

基本避難経路
道道36号→国道393号

その他避難経路
道道36号→国道5号→ （道道753号→
北後志東部広域農道） →国道393号

都運動公園

道の駅「あかいがわ」

おたるﾏﾘﾝ広場

余市河口漁港

中央水産試験場

ｷﾛﾛﾘｿﾞｰﾄ

赤井川村山村活性化支援ｾﾝﾀｰ

道の駅「ｽﾍﾟｰｽ・ｱｯﾌﾟﾙよいち」

あかいがわむら

余市ｱｯﾌﾟﾙﾎﾟｰﾄ
（農道空港）

あかいがわむら

よいち

あかいがわむら

きたしりべし

みやこ

よいち

あかいがわむら



他の地方公共団体からの応援計画

 原子力災害又は地震、津波との複合災害が発生した場合、国からの支援のほか、関係地方公共団
体からの支援策として、4つの応援協定等を締結。

㋐

㋑

㋒ 79

㋐災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関する協定
（平成20年6月10日）
【対象】

北海道及び北海道内の全179市町村
【応援内容】

①食料、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供及びあっせん
②被災者等の救出、医療及び防疫、施設の応急措置等に必要な資機材、物資の提供及びあっせん
③避難、救援及び救出活動等に必要な車両等の提供及びあっせん
④避難、救援、救護、救助活動及び応急措置等に必要な職員の派遣
⑤被災者の一時収容のための施設の提供及びあっせん
⑥その他特に要請のあった事項

㋑大規模災害時の北海道・東北８道県相互応援に関する協定
（平成7年10月31日）
【対象】

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県
【応援内容】

①応急措置等を行うに当たって必要となる情報の収集及び提供
②食料、飲料水、生活必需物資及びその供給に必要な資機材の提供及びあっせん
③被害者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材、物資の提供及びあっせん
④災害応急活動等に必要な車両、ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ等の派遣及びあっせん
⑤災害応急活動に必要な職員の派遣
⑥被災者の一時収容のための施設の提供及びあっせん
⑦その他特に要請のあった事項

㋒原子力災害時の相互応援に関する協定
（平成13年1月31日）
【対象】
北海道、青森県、宮城県、福島県、茨城県、新潟県、石川県、福井県、静岡県、
京都府、島根県、愛媛県、佐賀県、鹿児島県
【応援内容】

①原子力防災資機材の提供
②職員の派遣

㋒全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定
（平成24年5月18日）
【応援内容】

①人的支援及び斡旋
②物的支援及び斡旋
③施設又は業務の提供及び斡旋
④その他特に要請のあったもの



7．放射線防護資機材、物資、
燃料備蓄・供給体制
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共和町役場

PAZ

PAZ圏内の防護措置に備えた放射線防護資機材の備蓄体制
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 北海道は、PAZ圏内の関係町村のほか、消防署や放射線防護施設において、避難誘導や避難行動
支援などを行う要員のための個人線量計等の放射線防護資機材の備蓄を実施。

 緊急時には、役場職員や消防職員等が、これらの放射線防護資機材を用いて活動を実施。
 平時にはこれらの使用方法に関する訓練・研修を定期的に実施。併せて、関係者向けﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを整
備中。

備蓄拠点 対象施設数

3

3

4

合 計 10

放射線防護施設

PAZ圏内町村消防署・支署

PAZ圏内町村役場

放射線防護施設
施設職員向けに備蓄を実施

PAZ圏内の関係町村消防署・支署
防災業務従事者向けに備蓄を実施

PAZ圏内の関係町村役場
防災業務従事者向けに備蓄を実施

特別養護老人ﾎｰﾑ
むつみ荘

岩内町役場

泊村役場

泊支署

岩内消防署

共和支署

共和町保健福祉ｾﾝﾀｰ

養護老人ﾎｰﾑ
むつみ荘

みのりの里

※共和町及び岩内町は、PAZ圏外にある各拠点で放射線防護資機材の備蓄を実施。

個人線量計

ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ

きょうわちょう

きょうわちょう

きょうわ

とまりむら

とまり

いわないちょう

いわない

いわないちょうきょうわちょう



UPZ圏内の防護措置に備えた放射線防護資機材の備蓄・供給体制

 UPZ圏内の関係町村では、防災業務従事者のための放射線防護資機材を備蓄。各関係町村の資機材が不足する場合には、放射線
防護資機材備蓄拠点（後志総合振興局）から供給を実施。

 UPZ圏内住民の一時移転等を担うﾊﾞｽ事業者等には、原則、緊急時に設置する車両中継ﾎﾟｲﾝﾄで、放射線防護資機材を配布。なお、
平時にはこれらの使用方法に関する訓練・研修を定期的に実施。

 車両中継ﾎﾟｲﾝﾄでは、それまでのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果等により、業務従事に伴う被ばく線量が1mSvを十分に下回ることをあらかじめ確認。
 放射線防護資機材備蓄拠点等の資機材が不足する場合等には、後方支援拠点（北海道庁）が関係機関に要請を行い、各拠点への
搬送について調整を行い、放射線防護資機材の供給を実施。

放射線防護資機材
後方支援拠点（北海道庁）

住民の一時移転等実施

PAZ

UPZ

（凡例）

：放射線防護資機材後方支援拠点 ：車両中継ﾎﾟｲﾝﾄ

車両中継ﾎﾟｲﾝﾄ

車両中継ﾎﾟｲﾝﾄ

北海道庁

後志総合振興局

：
放射線防護資機材備蓄拠点
兼 車両中継ﾎﾟｲﾝﾄ

ﾊﾞｽ事業者等
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車両中継ﾎﾟｲﾝﾄ※

調整・
搬送

放射線防護資機材備蓄拠点
兼

車両中継ﾎﾟｲﾝﾄ※

（後志総合振興局）

携行

連絡
調整

受取

ﾊﾞｽ事業者等は、車両中継ﾎﾟｲﾝﾄで資機材
の受取りを実施。

搬送

※車両中継ﾎﾟｲﾝﾄは、避難退域時検査場所や
その近傍に設置することとしている。

＜ﾊﾞｽ事業者等に対する放射線防護資機材の配布体制＞

しりべし

しりべし

しりべし



原子力事業者による放射線防護資機材等の支援体制

 原子力事業者は、放射線防護資機材を各原子力事業者で支援をするため、「原子力災害発生時に
おける事業者間協力協定」を締結。

 原子力災害発災後の避難・一時移転等において、放射線防護資機材等が不足する場合、原子力事
業者は、保有する資源（要員・資機材等）を最大限供給し支援する。

資機材 数量

ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ（GM管） 360台

全面ﾏｽｸ 1,000個

ﾀｲﾍﾞｯｸｽｰﾂ 30,000着

原子力災害発生時における事業者間協力協定（平成26年10月10日）

【協定事業者】

北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力、関西電力、
中国電力、四国電力、九州電力、日本原子力発電、電源開発、日本原燃

【目的】

原子力災害時における原子力事業者間協力の円滑な実施を図り、
原子力災害の拡大防止および早期復旧の一翼を担うことを目的とする。

【協力活動の範囲】
原子力災害時の周辺地域の環境放射線ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞおよび周辺区域の汚染検査・汚染除去
に関する事項について、協力要員の派遣・資機材の貸与その他の措置 等

ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ（GM管） ﾀｲﾍﾞｯｸｽｰﾂ

主な備蓄資機材

全面ﾏｽｸ
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関係町村における行政備蓄

関係町村の生活物資の備蓄状況

※1：主食：乾ﾊﾟﾝ、米、ｱﾙﾌｧ化米、ｸﾗｯｶｰ、ﾊﾞﾗﾝｽ栄養食、ｲﾝｽﾀﾝﾄ麺類、その他食料の合計値。副食：缶詰、その他食料の合計値。
※2：上記物資備蓄数は概数。また、上記の他に、常備薬、炊き出し用具等、避難生活に必要な物資等を準備している。
※3：上記の数量は、H28.3.31時点で関係町村が把握している数及び平成28年度購入予定分を含む暫定値。

 緊急時に備え、関係町村では、食料及び生活物資等の備蓄を実施。万が一不足等が生じる事態と
なった場合、北海道が調整を行い、道内の全市町村や物資供給等に関する協定を締結している民間
事業者等の協力を得て、食料及び生活物資等を融通・供給。

84

備蓄物資
種類

関係町村

泊村 共和町 岩内町 神恵内村 寿都町 蘭越町 ﾆｾｺ町 倶知安町 積丹町 古平町 仁木町 余市町 赤井川村

主食
（食）

17,550 3,000 3,250 1,850 2,223 ― 1,609 1,428 2,285 800 2,365 802 402

副食
（食）

18,176 692 1,650 375 500 ― ― ― ― 900 600 540 814

飲料水
（ﾘｯﾄﾙ）

8,184 600 820 564 2,223 240 640 240 408 576 468 552 318

毛布・寝袋
（枚・組）

1,770 800 700 185 590 300 352 600 300 530 190 544 141

ﾄｲﾚ

簡易型
（台）

300 4 ― 1 1 ― ― ― ― 3 ― 2 2

携帯型
（個）

― 1,500 ― ― 35 ― ― 300 11 ― 2,000 12 300

きょうわちょうとまりむら かもえないむら しゃこたんちょう ふるびらちょう よいちちょうにきちょう あかいがわむらくっちゃんちょうちょうらんこしちょうすっつちょういわないちょう



北海道の物資供給等に関する協定締結状況

 関係町村及び避難先市町村から物資支援の要請があった場合や要請を待ついとまがないと認めら
れる状況になった場合に備え、北海道は、「災害時における物資の供給に関する協定」等を民間企
業等と締結。

災害時における物資の供給等に関する協定の主な締結状況
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協定の種類 内容 締結民間企業等

災害救助に必要な物資の調達
に関する協定書等

災害時における応急対策物
資供給等

北海道生活協同組合連合会、北海道ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ（株）、
（株）ｾｲｺｰﾏｰﾄ、（株）ﾛｰｿﾝ、（株）ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ･ｼｬﾊﾟﾝ、（株）ｲﾄｰ
ﾖｰｶ堂、（株）ｻｰｸﾙKｻﾝｸｽ、ｻﾝﾄﾘｰﾌｰｽﾞ（株）、ｲｵﾝ北海道（株）、
DCMﾎｰﾏｯｸ（株）、日糧製ﾊﾟﾝ（株）、（株）北海道ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ、
（株）ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ、NPO法人ｺﾒﾘ災害対策ｾﾝﾀｰ

災害時における石油類燃料の
供給等に関する協定書

大規模災害時において、
緊急通行車両への優先給
油及び被災者や帰宅困難
者等への情報提供等

北海道石油業協同組合連合会

災害発生時等の物資等の緊
急・救援輸送に関する協定書

災害発生時における緊急・
救援物資等輸送

（公社）北海道ﾄﾗｯｸ協会、北海道旅客船協会、北海道地区ﾚﾝﾀ
ｶｰ協会連合会、全日本空輸（株）、日本航空（株）、（株）ｼﾞｬﾙｴｸ
ｽﾌﾟﾚｽ、（株）ｼﾞｪｲｴｱ、日本内航海運組合総連合会、（株）AIRDO



※物資備蓄数は概数

 PAZ圏内からの避難住民約2,900人の受入れ時には、避難先であるﾎﾃﾙから避難生活に必要な生活物資の提供を
受けるとともに、北海道と災害時協定を締結している指定業者等からの流通備蓄と受入先自治体による備蓄のほ
か、日本赤十字社北海道支部に備蓄された物資（生活用品等）を、北海道ﾄﾗｯｸ協会等の協力を得て、一時滞在所
及び避難先に搬送する。

 北海道及び関係町村が備蓄している物資が不足する場合、北海道から、原子力災害対策本部に対し物資調達の
要請を行う。

PAZ圏内避難時の物資備蓄・供給体制

PAZ住民避難先
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PAZ

UPZ

合 計 2,905人

日本赤十字社北海道支部備蓄
・毛布：2,866枚
・緊急ｾｯﾄ（携帯ﾗｼﾞｵ、懐中電灯等）：689個
・安眠ｾｯﾄ（ﾏｯﾄ・枕等）：1,914個

避難元
町村名

避難先施設名 避難受入人数

泊村 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ&ﾘｿﾞｰﾄ<札幌> 1,435人

共和町 ﾙｽﾂﾘｿﾞｰﾄ 1,470人

協定の種類 内 容

北
海
道

災害救助に必要
な物資の調達に
関する協定書等

災害時における
応急対策物資
供給等

北海道の協定による流通備蓄
・食料品、飲料水、日用品、衣料品
・その他泊村及び共和町が指定する物資

ｱﾊﾟﾎﾃﾙ&ﾘｿﾞｰﾄ<札幌>

ﾙｽﾂﾘｿﾞｰﾄ

さっぽろ

さっぽろ

とまりむら

きょうわちょう



物資集積拠点地域・一時集結拠点

物資集積拠点地域
（小樽港・石狩湾新港、丘珠空港・新千歳空港周辺地

域、苫小牧港地域、室蘭港地域の4地域）
・避難・屋内退避住民に対する政府の供給食料・物
資の集積
・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等による食料・物資の集積
・ｵﾌｻｲﾄ対応で必要となる放射線防護資機材
・追加で必要となる緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ資機材及び放射
線防護資機材
・避難住民への食料・物資の供給
・災害関係情報（道路情報、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ情報） 等

一時集結拠点
（後志地域の7拠点）
・屋内退避住民への食料・物資の供給
・緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ資機材及び放射線防護資機材の供給
・地域住民のﾆｰｽﾞ等を踏まえた物資供給に関する各種
要請
・原子力災害対策重点地域への入域に必要な情報提
供等

・災害関係情報（道路情報、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ情報） 等

 物資供給の迅速性を高めるため、新千歳空港、丘珠空港、苫小牧港等の周辺に、国等からの物資を集積する物資集積拠
点地域を設定。物資集積拠点地域において、地域のﾆｰｽﾞ等を踏まえて必要な食料や物資を分別し、住民の避難先や一時
集結拠点に輸送。

 一時集結拠点では、物資集積拠点地域から輸送された物資をもとに、地域住民の状況を踏まえて物資を供給。あわせて、
地域住民のﾆｰｽﾞ等を踏まえた物資供給に関する各種要請を行う。

 物資集積拠点地域・一時集結拠点は、必要に応じて防災業務関係者への災害関係情報の提供拠点としても活用。
 物流専門家の派遣について、協定事業者等に要請し、より効率的に物資を供給。
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PAZ

UPZ

物資集積拠点地域

(室蘭港周辺地域)

避難先

一時集結拠点

避難先

一時集結拠点

物流専門家の派遣
・協定事業者から道災害対策本部や物資集積拠点に派遣
・物資の保管や、荷さばき等に対する助言・指導

物資集積拠点地域

(苫小牧港周辺地域)

物資集積拠点地域

(丘珠空港・新千歳空港周辺地域)

物資集積拠点地域

(小樽港・石狩湾新港
周辺地域)

おたるこう いしかりわんしんこう

おかだまくうこう しんちとせくうこう

とまこまいこう

むろらんこう

いしかりわんしんこうおたるこう おかだまくうこう しんちとせくうこう

とまこまいこう むろらんこう

しりべし

しんちとせくうこう おかだまくうこう とまこまいこう



物資関係省庁

関係業界団体等

民間企業

地方公共団体
による行政備蓄

一時集結拠点等

物資集積拠点

屋内退避施設 屋内退避施設等
PAZ圏内 UPZ圏内 UPZ圏外

国による物資（食料等の生活用品等）の供給体制

調達要請 回答

調達要請

回答

要請を伝達

対応状況の報告

調整

要請を伝達
物資調達の要請

総務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省

調達・供給
の調整

ﾄﾗｯｸ会社・民間企業

 北海道及び関係町村が備蓄している物資が不足する場合、北海道及び関係町村から、原子力災害対策本部に対
し物資調達の要請を行う。

 要請を受けた、または原子力災害対策重点区域内が混乱し要請を待ついとまがないと認められた場合等、原子力
災害対策本部は、物資関係省庁（総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省）に対しこの要請を伝達、または
要請し、各物資関係省庁は所管する関係業界団体等に調達要請を実施し、物資集積拠点への物資搬送を行う。
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ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ

（北海道原子力防災ｾﾝﾀｰ）

原子力災害対策重点区域内
が混乱し要請を待ついとまが
ないと認められた場合必要と

判断し要請

北海道災害対策本部

関係町村災害対策本部

原子力災害対策本部

（首相官邸）

避難先



国による物資（燃料）の供給体制

 北海道及び関係町村が備蓄している燃料が不足する場合、北海道及び関係町村から、原子力災害対策本部に対
し燃料調達の要請を行う。

 要請を受けた、または原子力災害対策重点区域内が混乱し要請を待ついとまがないと認められた場合、原子力災
害対策本部は、経済産業省に対しこの要請を伝達、または要請し、経済産業省は所管する関係業界団体等に調
達要請を実施し、原則として製油所・油槽所から一時集結拠点等への搬送を行う。

子ミスター

経済産業省関係業界団体等

製油所・油槽所

UPZ圏外

供給要請 回答

供給要請

回答

要請を伝達

対応状況の報告

燃料調達の要請

中核SS等

民間企業等

一時集結拠点

調整

※緊急車両の
優先給油等
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原子力災害対策重点区域内
が混乱し要請を待ついとまが
ないと認められた場合必要と

判断し要請

北海道災害対策本部

関係町村災害対策本部

要請を伝達
調達・供給
の調整

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ

（北海道原子力防災ｾﾝﾀｰ）

原子力災害対策本部

（首相官邸）

避難先屋内退避施設 屋内退避施設等
PAZ圏内 UPZ圏内



主な物資の種類と担当省庁、関係業界団体

物資の種類 担当省庁 主要緊急物資 主な関係業界団体等

給水

厚生労働省

飲料水 周辺自治体水道局

医薬品等
一般薬、紙おむつ、

ﾏｽｸ 等

日本OTC医薬品協会、
日本製薬団体連合会、
日本医療機器産業連合会、
日本医薬品卸売業連合会 等

食料等 農林水産省
ﾊﾟﾝ、即席めん類、
おにぎり、缶詰 等

各種食品産業関係団体 等

生活必需品

経済産業省

仮設ﾄｲﾚ、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、
毛布 等

什器・備品ﾚﾝﾀﾙ協会、
日本家庭紙工業会、
日本毛布工業組合 等

燃料（石油・石油ｶﾞｽ等）
ｶﾞｿﾘﾝ、軽油 等

石油連盟、全国石油商業組合連合会、
独立行政法人石油天然ｶﾞｽ・

金属鉱物資源機構（JOGMEC） 等

貸出用機材の種類 担当省庁 主要緊急物資

通信機器 総務省
貸出用災害対策用移動通信機器

（衛星携帯電話、MCA端末、簡易無線機）を備蓄

 被災者の生活の維持のために必要な物資（食料等の生活用品等）の調達・供給は、防災基本計画
第2編各災害に共通する対策編に基づき実施。

90※物資の調達・供給に係る、関係機関等の基本的な対応については、P.88の体制に基づき実施。



8．緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実施体制
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緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰの体制
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企画調整ｸﾞﾙｰﾌﾟ

緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの企画調整を担い、
緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内の活動に対
する監督を行う。

情報収集管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ

中央との情報共有ｼｽﾃﾑを維持・管理
するとともに、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾃﾞｰﾀの
一元的管理等を行う。

測定分析担当

現地における測定、環境試料の採
取及び分析を行う。

 国は、施設敷地緊急事態に至った原子力施設の立地道府県に緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ（EMC）を設置する。
 緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰは、ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰに、ｾﾝﾀｰ長、企画調整ｸﾞﾙｰﾌﾟ、情報収集管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ及び測定分析担当
の要員を配置し、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ活動を実施する。

 北海道地方放射線ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ対策官事務所にﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ対策官1名を配置し、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ体制を強化。

ｾﾝﾀｰ長

総括
調整

企画調整ｸﾞﾙｰﾌﾟ

企画

測定分析担当

連絡

情報共有
システム等
維持・管理

情報収集管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ

収集
確認

国：1名

国 ：4名
北海道 ：9名
北海道電力 ：4名
関係指定公共機関：2名

国 ：4名
北海道 ：7名
北海道電力 ：2名
関係指定公共機関 ：2名

国 ： 2名
北海道 ：32名
関係町村 ：52名
北海道電力 ：24名
関係指定公共機関 ：12名

※  要員数は交代要員を含む
※ 国の要員は、国から委託を受けた民間の機関含む
※ 北海道、関係町村及び北海道電力の要員数は、北海道のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ計画等に基づく

分析
測定
採取

総括
連絡



泊地域の空間放射線量率のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ体制

 泊発電所周辺の13町村に、人口分布等を考慮して緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ地点83地点（PAZを除く）を設定
し、防護措置の実施判断に係る測定を実施。

 発電所敷地内及びPAZ圏内では、17局の測定局で連続測定を実施。
 このほか、国及び北海道の測定局においても空間放射線量率を測定。
 今後測定機器を追加的に整備し、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ体制の更なる充実を図る。
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とまり

※ UPZ圏内77地点の測定局で連続測定を実施

とまり



北海道における空間放射線量率ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ体制

 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ等
・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ及びﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ13局（北海道9局、北海道電力4局）で、発電所周辺地域の放射線
量、放射性物質濃度を測定
※電源等の喪失が発生しても測定や伝送が中断しないよう、非常用電源や通信回線の強化を実施

・広域ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ12局及び電子線量計51局で、放射線量を測定
・万一、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ等が使えなくなった場合等に備え、可搬型ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ19台を配備
・放射線量、放射性物質濃度を測定する測定装置や機材を搭載したﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｶｰ等を配備

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ・ﾎﾟｽﾄ【13局】
（非常用発電機装備）

可搬型
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ【19台】

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｶｰ【1台】

広域ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ【12局】
（非常用発電機装備）

電子線量計【51局】
（非常用電源装備）
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緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果の共有及び公表

 緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果は、緊急時放射線ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ情報共有・公表ｼｽﾃﾑにより集約、EMC等の関係機
関と共有し、防護措置の実施判断に係る検討に活用するとともに、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにより公表。
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＜各種ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ情報＞

可搬型ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ

電子線量計

テ
レ
メ
ー
タ
等

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ等

測
定
結
果
の
集
約

測定結果の共有

測定結果を原子力規制委員会HPで公表

原子力災害
対策本部
（ERC）

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｶｰ

北海道
緊急時

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

原子力災害
現地対策本部

原子力災害
対策本部
（官邸）



緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施計画

 施設敷地緊急事態に至った際における、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実施項目等は、北海道が策定している「北海道
緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ計画」を踏まえ、国が「緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施計画」により定める。なお、同実施計画は、
事態の進展に応じて、随時、改定を行う。

 緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞは、当該実施計画に基づき緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰが主体となって実施する。また、
UPZ圏外、海域及び空域等の広域のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞについては国が中心となって原子力事業者等の協力
を得て行う。

 緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰでは、防護措置の実施判断のため空間放射線量率の測定を優先して行うとと
もに、大気中の放射性物質濃度測定、飲食物に係るｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ等を行う。

＜緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ計画＞

緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施計画（例）

【記載する項目の例】
＜実施項目＞
○ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの継続
○固定局ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄの測定間隔の変更
○必要に応じた可搬型ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄの設置
○ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｶｰによる測定の実施
○ﾖｳ素ｻﾝﾌﾟﾗの設置・測定
○飲食物に係るｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 等

＜実施主体＞
○緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ（測定分析担当）
○国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 等

＜情報共有／報告の体制＞

＜注意事項＞

【その他添付資料等の例】
○測定項目一覧
○地図及び観測局等の地点図 等 96

北海道緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ計画

北海道



緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞに係る動員計画

※ 各資機材については保有数を記載。

関係機関の保有資機材数
（平成26年度調査による。北海道・北海道電力を除く。）

可搬型
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｶｰ

国 35台 10台

府県 208台 26台

原子力事業者 39台 32台

関係指定
公共機関

21台 5台
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 防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づき、平成27年1月に原子力規制委員会は「緊急時ﾓﾆ
ﾀﾘﾝｸﾞに係る動員計画」を策定した。

 緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの広域化や長期化に備え、要員及び資機材の動員についてあらかじめ準備すべき
事項、動員の要請の手順等を定め、要員及び資機材の円滑な動員に資することを目的とする。

＜概要＞

原子力災害対策指針においては、緊急時のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実施に
当たって、国、地方公共団体及び原子力事業者は、目的を共有
し、それぞれの責任を果たしながら、連携し、必要に応じて補い
合うこと、関係指定公共機関は専門機関として国、地方公共団
体及び原子力事業者による緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを支援することとさ
れている。

動員計画においては、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの広域化や長期化に備
え、要員及び資機材の円滑な動員に資するため、
 地方公共団体、原子力事業者、関係指定公共機関等（以下
「関係機関」という）から動員可能な要員及び資機材の情報
の調査方法

 上述の情報の更新の方法
 緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ、原子力規制委員会・内閣府原子力
事故合同対策本部（全面緊急事態においては、原子力災
害対策本部）事務局及び関係機関の調整ﾌﾟﾛｾｽ等

について規定。



泊地域の緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ地点及び一時移転等の実施単位
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 固定観測局については、そこで測定された実測値に基づいて迅速に防護措置を講ずる区域を特定できるよう、原子
力災害対策重点区域における全ての一時移転等の実施単位毎に設置されることが必要であり、北海道では既設ﾓﾆ
ﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ等の値に基づき一時移転等を実施する範囲を関連付けている。既設ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ等の全てについて非常
用電源を設置しているほか、既設ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ等の故障等に備え、可搬型ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ等を保有している。

図 泊地域における緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ体制と一時移転等の実施単位
とまり

とまり



北海道電力による緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
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可搬型ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ 【19台】
（衛星電話による通信機能付）

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ等【8局】 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｶｰ【2台】

（ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ） （可搬型ﾀﾞｽﾄｻﾝﾌﾟﾗ）

車両に搭載するｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ等の例
可搬型ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄおよび

ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ等を搭載する車両【1台】

北海道電力は、原子力災害対策指針に基づき、以下のとおり敷地内においてﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを実施。
 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ及びﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ
・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ及びﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ（計8局）で、発電所敷地境界付近の放射線量を測定
・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ(1台)で、発電所敷地境界付近の放射性物質濃度測定用の試料を採取
※電源等の喪失が発生しても測定や伝送が中断しないよう、非常用電源や通信回線の強化を実施

・万一、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ等が使えなくなった場合に備え、可搬型ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄを別途配備（8台）
 可搬型ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ
・施設敷地緊急事態が発生した場合、可搬型ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ（4台）を設置して、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ等とあわせて原子炉格納施設を囲む12箇
所の放射線量を測定

 さらに、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｶｰ（1台）、可搬型ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ及びｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ等を搭載する車両（1台）を配備
また、北海道電力は、北海道地域防災計画に基づき北海道へﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｶｰ（1台）、可搬型ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ（7台）等の貸与等を行う。



9．原子力災害時の医療の実施体制
（安定ﾖｳ素剤・避難退域時検査・簡易除染を含む）
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堀株地域

PAZ

PAZ圏内（泊村）住民に対する安定ﾖｳ素剤の事前配布

 北海道及び泊村では、PAZ圏内住民を対象に住民説明会を開催。
 泊村では、安定ﾖｳ素剤の事前配布を実施。平成28年7月13日現在、1,116人に配布済み。
 今後も継続して説明会を開催し、転入者等への配布や薬剤の更新等を実施。

＜安定ﾖｳ素剤事前配布説明会＞

北海道及び泊村により、安定ﾖｳ素剤の効能
や服用時期など、事前配布に際し知っておく
べき事項を説明。

茅沼地域

第二地域

第一地域

第三地域

臼別地域

照岸地域
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渋井地域

地区名 対象住民数 配布者数

堀株地域
136人 115人

渋井地域
204人 173人

茅沼地域
357人 290人

臼別地域
198人 156人

第一地域 39人 36人

第二地域 105人 94人

第三地域 151人 140人

照岸地域
126人 112人

合 計 1,316人 1,116人

とまりむら

とまりむら

とまりむら

ほりかっぷ

ほりかっぷ

しぶい

かやぬま

うすべつ

てるきし

しぶい

かやぬま

うすべつ

てるきし

とまりむら



 共和町では、避難を行う際にﾊﾞｽ集合場所にて安定ﾖｳ素剤を緊急配布することとしており、そのため、
北海道とともにPAZ圏内住民を対象に安定ﾖｳ素剤の配布・服用に係る事前問診を行っている。

 平成28年7月13日現在、956人の事前問診を完了しており、今後も継続して説明会を開催し、事前問
診を実施。
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安定ﾖｳ素剤の
緊急配布場所
（ﾊﾞｽ集合場所）

対象住民数 問診済住民数

宮丘地区寿の家 83人 60人

北辰小学校 23人 16人

ﾋﾞｼｬﾑﾅｲ会館 68人 64人

発足ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 161人 146人

はまなす幼児ｾﾝﾀｰ 340人 253人

発足克雪管理ｾﾝﾀｰ 174人 126人

北電体育館 338人 291人

合 計 1,187人 956人

PAZ圏内（共和町）住民に対する安定ﾖｳ素剤の緊急配布

＜安定ﾖｳ素剤緊急配布（訓練風景）＞

共和町により、避難用ﾊﾞｽ乗車時に事前に実施
した問診に基づき安定ﾖｳ素剤を配布。

きょうわちょう

きょうわちょう

みやおか

ほくしん

はったり

はったり

きょうわちょう

宮丘地区寿の家

北辰小学校

発足克雪管理ｾﾝﾀｰ

ﾋﾞｼｬﾑﾅｲ会館

発足ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ

はまなす幼児ｾﾝﾀｰ

PAZ

：各集落ごとのﾊﾞｽ集合場所7箇所

北電体育館

はったり

みやおか

ほくしん

はったり
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※1：ﾊﾞｽ集合場所等で緊急配布する10町村の住民は、避難退
域時検査場所（候補地計27箇所）でも緊急配布を受けられる

※2：避難退域時検査場所での配布については、候補地のうち
発災時に北海道が指定する箇所において配布

 避難住民等に対する安定ﾖｳ素剤の緊急配布に備え、北海道は計17箇所の施設に合計約714,000丸の丸剤と約2,000ｇの粉
末剤を備蓄。

 緊急配布が必要となった場合には、備蓄場所より各町村が指定するﾊﾞｽ集合場所（計94箇所）及び避難退域時検査場所（候
補地計27箇所）に搬送の上、対象住民等に順次配布を実施。なお、避難退域時検査場所に近接する寿都町、蘭越町及びﾆ
ｾｺ町については、発災時に北海道が指定する避難退域時検査場所で、対象住民等に順次配布を実施。

 今後、乳幼児向けのｾﾞﾘｰ状安定ﾖｳ素剤の備蓄及び配布についても検討。

避難住民等に対する安定ﾖｳ素剤の備蓄状況と緊急配布

PAZ

UPZ

（凡例）

：ﾊﾞｽ集合場所

：安定ﾖｳ素剤備蓄場所

：避難退域時検査場所

安定ﾖｳ素剤の緊急配布を実施

各町村が指定するﾊﾞｽ集合場所で緊急配布※1

（計94箇所）

避難退域時検査場所で緊急配布※2

寿都町：候補地3箇所 蘭越町：候補地5箇所
ﾆｾｺ町：候補地4箇所

安定ﾖｳ素剤備蓄場所

北海道：17箇所

道及び町村職員により、安定ﾖｳ素剤の搬送を実施

泊村：3箇所
共和町：21箇所
岩内町：14箇所
神恵内村：5箇所
倶知安町：9箇所

積丹町：1箇所
古平町：9箇所
仁木町：1箇所
余市町：26箇所
赤井川村：5箇所

すっつちょう らんこしちょう

ちょう

きょうわちょう

とまりむら

かもえないむら

しゃこたんちょう

ふるびらちょう

よいちちょう

にきちょう

あかいがわむらくっちゃんちょう

ちょう

らんこしちょうすっつちょう

いわないちょう
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避難退域時検査場所候補地選定の考え方

ﾙｰﾄ 検査場所 避難元町村

１

①余市ｱｯﾌﾟﾙﾎﾟｰﾄ（農道空港）②中央

水産試験場③余市河口漁港④道の
駅「ｽﾍﾟｰｽ・ｱｯﾌﾟﾙよいち」⑤おたるﾏﾘ
ﾝ広場

泊村、神恵内村、

積丹町、古平町、

余市町

２

①都運動公園（赤井川村）②道の駅

あかいがわ③赤井川村山村活性化
支援ｾﾝﾀｰ（ｷﾛﾛﾘｿﾞｰﾄ入口）④ｷﾛﾛﾘ
ｿﾞｰﾄ

仁木町、赤井川村

３

①後志総合振興局②倶知安町中央

公園③旧東陵中学校④京極町総合

体育館⑤京極ｽﾘｰﾕｰﾊﾟｰｸ⑥喜茂別

町町民公園⑦喜茂別町農村環境改
善ｾﾝﾀｰ、【再掲】ﾙｽﾂﾘｿﾞｰﾄ

岩内町、倶知安町

４

①道の駅「ﾆｾｺﾋﾞｭｰﾌﾟﾗｻﾞ」･ﾆｾｺ町運

動公園②羊蹄山自然公園③道の駅
「230ﾙｽﾂ」④ﾙｽﾂﾘｿﾞｰﾄ

共和町、ﾆｾｺ町

５

①道の駅「らんこしふるさとの丘」②旧

目名小学校③蘭越町田下PA④黒松

内町白井川PA⑤道の駅「黒松内」

蘭越町

６
①潮路小学校②ゆべつのゆ、【再掲】

道の駅「黒松内」
寿都町

参考６
 北海道では、緊急時の避難を円滑に行うため、UPZ圏内人口や避難経路等を考慮し、避難元町村と
各避難退域時検査場所の対応付けを行ったうえで、候補地をあらかじめ準備。

避難退域時検査場所の候補地の設定

UPZ

PAZ

５

２

４

３

２

１

ﾙｰﾄ6

ﾙｰﾄ5

ﾙｰﾄ4 

ﾙｰﾄ3 ﾙｰﾄ2

ﾙｰﾄ1

４

２
３

１

５

１

１

２

寿都町

岩内町

共和町

泊村

神恵内村

蘭越町

３

１

４

倶知安町

積丹町

古平町

余市町

仁木町

ﾆｾｺ町

２

赤井川村

５

２
１

３

４

７
６

４

３ きょうわちょう

とまりむら かもえないむら

しゃこたんちょう ふるびらちょう

よいちちょう

にきちょう あかいがわむら

くっちゃんちょう

ちょう

らんこしちょう

すっつちょう

いわないちょう
きょうわちょう

とまりむら

かもえないむら

しゃこたんちょう

ふるびらちょう

よいちちょう

にきちょう

あかいがわむら

くっちゃんちょう

ちょう

らんこしちょう

すっつちょう

いわないちょう

よいち

よいち

みやこ あかいがわむら

あかいがわむら

しりべし くっちゃんちょう

きゅうとうりょう きょうごくちょう

きょうごく

きもべつちょう

きもべつ

ちょう

ちょう

ようていざん

めな

きゅう

らんこしちょうたしも くろまつ

ないちょう くろまつない

くろまつない

おしょろ

しろいかわ
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避難退域時検査場所の運営体制

 避難退域時検査場所は、北海道及び原子力事業者が国、関係町村、関係機関の協力のもと運営。

 原子力事業者は備蓄資機材を活用し、500人程度の要員を避難退域時検査場所へ動員。

 指定公共機関（国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構・国立研究開発法人日本原子力研
究開発機構）は国及び北海道からの要請に基づき、要員及び資機材による支援を実施。

泊地域の避難退域時検査場所における検査及び簡易除染の体制（例）

総括責任者

住
民
受
付
チ
ー
ム

交
通
誘
導
チ
ー
ム

総括ﾁｰﾑ

車両検査
ﾁｰﾑ長

車
両
検
査
チ
ー
ム

車
両
簡
易
除
染
チ
ー
ム

住
民
等
検
査
チ
ー
ム

住
民
等
簡
易
除
染
チ
ー
ム

通信連絡ﾁｰﾑ

そ
の
他

※

※携行物品検査を含む

住民等検査
ﾁｰﾑ長
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国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構（千葉市）

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ
(北海道原子力防災ｾﾝﾀｰ)

指導・助言

相談

避難退域時
検査場所等

国立研究開発法人
量子科学技術研究開発機構

（いずれの車両も衛星通信回線を装備）

大型救急車
患者搬送

支 援 車
現場指揮、

資機材・人員搬送

検査測定車
ﾐﾆﾗﾎﾞ付き、線量評価測定

 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構は、緊急時、国及び関係自治体の要請に基づき、ｵ
ﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰに専門家、必要に応じ救急搬送車両等を派遣。また、必要に応じ、避難退域時検査等に
おける指導・協力を実施。また、機構からは、原子力災害医療に関する相談への指導・助言も実施。

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構による協力体制

2011.03 東京電力（株）福島第一原子力発
電所の事故時におけるOFC（大熊町）での活動



国立研究開発法人日本原子力研究開発機構による協力体制

 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は緊急時において、原子力緊急時支援・研修ｾﾝﾀｰ
（茨城）が窓口となリ、国及び関係自治体の要請に基づき、避難退域時検査場所における検査指導
等の協力を実施するとともに、検査等に関する資機材、車両による支援も実施。 また、ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ
や緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ（EMC)等へ専門家を派遣。

※平成23年東日本大震災時における
国立研究開発法人日本原子力研究開
発機構の活動

資機材運搬車

移動式体表面測定車

移動式全身測定車

作業員の内部被ばく測定 緊急被ばく医療のための受入体制構築

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
原子力緊急時支援・研修ｾﾝﾀｰ（福井支所）

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
原子力緊急時支援・研修ｾﾝﾀｰ（茨城）

緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

放射線防護資機材

107



避難退域時検査場所における活動基本ﾌﾛｰ
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 避難退域時検査は、北海道、原子力事業者、関係機関等の要員により実施。
 検査要員は、検査及び簡易除染が実践できるよう、放射線の基礎等の講義及び機器の取り扱い実
習を含む研修を受講。

※ 避難時の除染や緊急事態応急対策活動等により発生した汚染水・汚染付着物等に
ついては原子力事業者が処理。

避

難

住

民

※ 車両の一時保管が必要となった場合は、原子力事業者の協力の下、保管場所を確保。

一時保管等

乗員

車両

・住民については、
汚染拡大防止処
置を行った上で
除染が可能な機
関で除染を実施。
場合によっては、
内部被ばくの検
査ができる機関
へ搬送。
・携行物品につい
ては汚染拡大防
止措置等を実施。

避難所等へ

避難所等へ
携行物品検査

住民

物品

車

両

検

査

簡

易

除

染

住

民

検

査

簡

易

除

染

訓練風景

40,000cpm
超過

40,000cpm
以下

40,000cpm超過
40,000cpm以下

OIL4
以下

OIL4
超過

OIL4
以下

OIL4
超過40,000cpm

超過

40,000cpm
以下



原子力災害時における医療体制

 放射性物質による汚染や被ばくの状況に応じて、下図の医療体制により、適切に対応。

初期被ばく医療 【6医療機関】

二次被ばく医療 【5医療機関】 一次除染で十分除染できない場合等に実施

高度被ばく医療支援ｾﾝﾀｰ及び原子力災害医療・総合支援ｾﾝﾀｰ
【国立大学法人弘前大学、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構等が実施】

①避難退域時検査
②ふき取り等の簡易な除染

③軽度の外傷等の治療
④健康相談 等

①ｼｬﾜｰ等を用いた除染
②ﾎｰﾙﾎﾞﾃﾞｨｶｳﾝﾀ等による内部被ばく評価
③被ばく患者や傷病者の診療、応急医療措置 等

二次被ばく医療で対応できない場合は、
高度被ばく医療支援ｾﾝﾀｰ及び原子力災害
医療・総合支援ｾﾝﾀｰが対応

①高度専門的な線量評価
②高度な専門的除染 等

高度かつ専門的な被ばく医療等

109※原子力災害拠点病院及び原子力災害医療協力機関への移行に速やかに取り組む。

国立大学法人

弘前大学

国立研究開発法人
量子科学技術研究開発機構

ひろさき

ひろさき



10．実動組織の支援体制
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 不測の事態の場合は、北海道及び関係町村からの要請により、実動組織（警察、消防、海保庁、
自衛隊）による各種支援を必要に応じて実施。

泊地域周辺の主な実動組織の所在状況

111

とまり

第一管区海上保安本部

小樽（おたる）海上保安部

千歳（ちとせ）基地

（航空自衛隊第2航空団等）

寿都（すっつ）警察署

函館（はこだて）方面本部

札幌（さっぽろ）駐屯地

（陸上自衛隊北部方面総監部）

UPZ

PAZ
岩内（いわない）警察署

岩内（いわない）・寿都（すっつ）
地方消防組合消防本部

羊蹄山（ようていさん）ろく

消防組合消防本部

倶知安（くっちゃん）警察署

余市（よいち）警察署

丘珠（おかだま）駐屯地

（陸上自衛隊北部方面航空隊）

北後志（きたしりべし）
消防組合消防本部

倶知安（くっちゃん）駐屯地

（陸上自衛隊北部方面対舟艇対戦車隊等）

余市（よいち）地区

（海上自衛隊余市防備隊）

真駒内（まこまない）駐屯地

（第11旅団司令部）

北海道警察本部

三沢（みさわ）基地

（航空自衛隊北部航空方面隊司令部等）

大湊（おおみなと）地区

（海上自衛隊大湊地方総監部等）



実動組織の広域支援体制
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 地域ﾚﾍﾞﾙで対応困難な支援要請があった場合は、北海道、関係町村からの各種要請を踏まえ、政府を
あげて、全国規模の実動組織による支援を実施。

 要請の窓口となるｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ（実動対処班）において集約された各種要請等に対し、原子力災害対策
本部（官邸・ERC（原子力規制庁緊急時対応ｾﾝﾀｰ））の調整により、必要に応じ全国の実動組織（警察、
消防、海保庁、自衛隊）による支援を実施。

UPZ

災害派遣・原子力災害派遣
全国の陸・海・空の自衛隊によ
る支援

警察災害派遣隊
全国の都道府県警察による
支援

緊急消防援助隊
全国の市町村消防が所属する
都道府県単位による支援

巡視船艇・航空機の派遣
全国の管区海上保安本部に
よる支援

全国の実動組織による支援
ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ

原子力災害対策本部
（首相官邸）

現地における
各種要請の集約

政府の調整結果に基づく
現地派遣指示



施設敷地緊急事態からの現地実動組織の体制

 施設敷地緊急事態の時点でPAZ圏内の施設敷地緊急事態要避難者の避難が開始されることから、北海道又
は関係町村で避難手段の確保が困難になった場合に備え、現地事故対策連絡会議を開催するとともに、ｵﾌ
ｻｲﾄｾﾝﾀｰ実動対処班を設置（対象となる要員は、必要に応じ施設敷地緊急事態に至る前から体制立ち上
げ）。施設敷地緊急事態以降、原子力緊急事態の解除までの間、継続して対応を実施。

※ ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ実動対処班要員参集前に各種要請があった場合は、ERC実動対処班が連絡・調整を実施
→ 不測の事態における北海道、関係町村からの各種支援の要請に対し、実動組織
（警察、消防、海保庁、自衛隊）が連携のうえ、迅速な対応体制を構築

PAZ圏内に係る
施設敷地緊急事態要避難者※1

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ

実動対処班
（原子力規制庁、北海道、警察、
消防、海保庁、自衛隊）

＜自衛隊＞

陸上自衛隊北部方面隊
海上自衛隊大湊地方総監部
航空自衛隊北部航空方面隊

＜警察＞
北海道警察

＜消防＞

岩内・寿都地方消防組合消防本部

羊蹄山ろく消防組合消防本部

北後志消防組合消防本部

＜海保庁＞
第一管区海上保安本部

小樽海上保安部

部隊等
派遣

状況報告

対応連絡

現地事故対策
連絡会議※2

ERC
実動対処班

連携

調整

TV会議等を
活用し随時
情報共有

ERC:原子力規制庁緊急時
対応ｾﾝﾀｰ
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関係町村

在宅の避難行
動要支援者

安定ﾖｳ素剤
服用不適切者

小・中学校
（4校）

保育所・幼稚園
（2施設）

社会福祉施設
（2施設）

北海道

※1  全面緊急事態においては、PAZ圏内の一般住民、OILによる防護措置実施時にはUPZ圏内のうち対象地域の住民等を対象
※2 全面緊急事態以降は、原子力災害合同対策協議会で情報共有

いわない すっつ

ようていさん

きたしりべし

おたる



自然災害等により道路等が通行不能になった場合の対応

 自然災害等により、避難経路等を使用した車両等による避難ができない場合は、北海道及び関係町
村からの要請により、実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）による各種支援を必要に応じて実施。
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自治体等と連携の上、通行不能と
なった道路への他の車両の流入防止

避難先又は陸路で避難可能な
場所までﾍﾘｺﾌﾟﾀｰにより避難

余市港

小樽港
おたる

よいち

UPZ

PAZ

岩内港
いわない

【凡例】

：交通情報板

：ﾍﾘﾎﾟｰﾄ適地

：港湾

：漁港



緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ支援
被害状況の把握
避難の援助
人員及び物資の緊急輸送
緊急時の避難退域時検査及び簡易除染
人命救助のための通行不能道路の啓開作業

自然災害などの複合災害で想定される実動組織の活動例

現地派遣要員の輸送車両の先導
避難住民の誘導・交通規制
避難指示の伝達
避難指示区域への立ち入り制限等

警察組織

避難行動要支援者の搬送の支援
傷病者の搬送
避難指示の伝達

消防組織

巡視船艇による住民避難の支援
緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ支援
漁船等への避難指示の伝達
海上における警戒活動

海上保安庁

防衛省

 北海道と関係町村との調整を踏まえ、必要に応じ広域応援を実施。

115


